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新経済連盟の主張（骨子）

特定技能外国人が受験する日本語能力を測る代表的な試験のうち、日本語教育の参照枠B1相当以上を
測定できる試験は、現在、日本語能力試験（JLPT）のみであり、その実施は年２回にとどまっている。

 しかしながら、 特定技能１号外国人を対象とした企業の求人では、JLPTのN3以上（日本語教育の参照枠
B1相当以上）を求めるものが多く存在する。
また、育成就労制度の開始（2027年４月１日）以降は、特定技能２号の在留資格取得には、日本語教
育の参照枠B1相当以上の日本語能力の試験への合格が求められるところであり、JLPTのN3を含め、これらの
日本語試験のニーズは、今後さらに増加が見込まれる。

 こうした状況を踏まえ、日本語教育の参照枠B1相当以上を測ることのできる試験の受験機会を増やすべき。
具体的には、JFT-BasicのB1相当以上の試験の新設やJLPTのN3以上の試験の実施回数の増加のいずれか
又は両方を検討すべき。
なお、本要望は、特定技能１号外国人の就労市場における日本語能力B1相当以上の水準のニーズの高まりや、特定技能２号における日本語能力B1
相当以上の要件化を踏まえて、日本語能力を測る試験の受験機会の拡充をお願いするものである。
そのため、特定技能制度の基本方針である特定技能外国人の受入要件としての日本語能力水準の見直しではなく、試験実施環境の整備といった観点
での対応の検討をお願いしたい。
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日本語能力を測る試験には様々なものがあるが、
特定技能外国人が受験する代表的な試験はJLPT及びJFT-Basicの２種類

• 「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」では、JLPT及びJFT-Basicのみが法務省における確認等を不要とする試験等として掲
げられているほか、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」（令和７年９月出入国在留管理庁）の「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊 
分野別技能水準一覧表」や旧分野別運用方針（特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別運用方針（令和7年3月11日閣
議決定/2026年１月23日廃止））においても、明示的に言及されている日本語能力を測る試験はJLPT及びJFT-Basicのみ。

• 日本語教育の参照枠AI相当以上の日本語能力を求める在留資格「留学」では、JLPTとJFT-Basicのほかに、BJTビジネス日本語能力テスト
やJ.TEST実用日本語検定などにも言及（※）があることとの対比においても、特定技能外国人が受験する代表的な試験としては、JLPTおよび
JFT-Basicの２種類と言える。 ※「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ」（出入国在留管理庁HP）参照

出典： 「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」（出入国在留管理庁HP）から抜粋

出典：「特定技能外国人受入れに関する運用要領」（令和７年９月出入国在留管理庁）の
「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊 分野別技能水準一覧表」 （出入国在留管理庁HP）から抜粋



4出典：「育成就労制度の概要（令和7年12月改訂）」（出入国在留管理庁HP ）から抜粋

特定技能外国人が受験する代表的な試験のうち、
日本語教育の参照枠B1相当以上を測定できる試験はJLPTのみであり、
受験機会は年２回に限られている。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う一時的な減少は見られるものの、
国内外のJLPTの受験者数は、増加傾向にあり、
2024年のB1相当以上（JLPTのN1～N3）の受験者は2013年の約2.2倍。

※ 「⽇本語能⼒試験JLPT 過去の試験のデータ」を基に作成

注：2020年を除き、各年の受験者数およびN1～N3の受験者数は、いずれも年２回の試験の国内外の受験者数の合計値
  2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、第１回試験が全世界で中止されたため、第２回試験のみの国内外の受験者数の合計値

（人）

（年）

JLPTの受験者数とN3以上の受験者数の推移
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本年3月17日から申込み受付が開始された2026年第1回JLPTでは、
4月7日17時が期限とされたものの、3月27日9時の時点でN3の申込みを
締め切っており、既に試験実施環境は限界に達している。

出典：日本語能力試験JLPTHP「お知らせ」から抜粋（2026年３月30日16時アクセス）
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特定技能１号外国人の求人では、JLPTのN3以上を要求するものが多く、
N3以上（B1相当以上）の日本語能力を測る試験のニーズは高い。
当連盟会員企業の保有データでは、特定技能１号外国人向けの求人で、JLPTのN３以上を求めるものは８割以上。
また、N3未満の日本語レベルでは、N3以上の者と比較して、日本語レベルが原因となって書類選考が不合格となる率が高い。

分野 N1~N3の
求人 N1 N2 N3 N4 N5

介護(n=611) 90.8% 0.7% 15.4% 74.8% 9.0% 0.2%

ビルクリーニング(n=13) 61.5% 0.0% 23.1% 38.5% 30.8% 7.7%

工業製品製造業(n=20) 55.0% 0.0% 10.0% 45.0% 45.0% 0.0%

建設(n=30) 16.1% 0.0% 0.0% 16.1% 71.0% 12.9%

自動車整備(n=9) 77.8% 0.0% 22.2% 55.6% 22.2% 0.0%

宿泊(n=46) 97.8% 2.2% 47.8% 47.8% 2.2% 0.0%

自動車運送業(n=45) 75.6% 2.2% 4.4% 68.9% 24.4% 0.0%

農業(n=5) 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0%

飲食料品製造業(n=13) 61.5% 0.0% 0.0% 61.5% 30.8% 7.7%

外食業(n=233) 89.3% 0.4% 23.2% 65.7% 10.7% 0.0%

合計(n=1027) 86.0% 0.7% 17.4% 67.9% 13.3% 0.7%

JLPTにおける
日本語レベル

不合格者数
（人）

うち、
日本語レベル
起因（人）

割合

N1～N3 242 24 9.9%

N4 205 42 20.5%

求人で要求される日本語能力

書類選考不合格者の日本語能力

掲載のない分野（造船‧舶⽤⼯業、航空、鉄道、林業、⽊材産業）は求人を持ち合わせていないもの
※ いずれも当連盟会員企業の保有データを基に作成



8出典：「育成就労制度の概要（令和7年12月改訂）」から抜粋

育成就労制度の開始後は、特定技能２号の在留資格取得には、
日本語教育の参照枠B1相当以上の試験への合格が新たに必要となり、
B1相当以上の試験のニーズはさらに高まることが予想される。
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結論

 外国人がもたらす多様性はイノベーションの源泉であり、
人口減少が進む中で、日本には戦略的な外国人材の受入が不可欠。
こうした外国人材に選ばれる国になるためにも、受験機会の増加など
日本語能力試験における環境整備は、国として最低限行うべきである。

 企業の求人実態や育成就労制度への移行後のニーズを見据えて、
特定技能外国人が受験する日本語能力を測る代表的な試験のうち、
日本語教育の参照枠B1相当以上を測定できる試験として、

 JFT-BasicのB1相当以上の試験の新設
 JLPTのN3以上の試験の実施回数の増加

 のいずれか又は両方について、検討を進めていただきたい。



Appendix
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出典：「分野別運用方針の主要な記載事項」（出入国在留管理庁HP）から抜粋

【特定技能１号外国人】
約38.2万人（2025年末）※

約80.5万人（2029年末）

42.3万人程度
増加の可能性

※令和７年末現在における在留外国人数について
（出入国管理庁HP、2026年3月27日公表）

【参考】特定技能制度運用状況（1/4）
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【参考】特定技能制度運用状況（2/4）

出典：「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組（令和8年3月27日更新）」 （出入国在留管理庁HP）から抜粋
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【参考】特定技能制度運用状況（3/4）

【特定技能２号外国人】
832人（2024年末）

7,955人（2025年末）

この１年で
約10倍に増加

出典：「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組（令和8年3月27日更新）」 （出入国在留管理庁HP）から抜粋
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【参考】特定技能制度運用状況（4/4）

出典：「令和７年末現在における在留外国人数について」 （出入国管理庁HP、2026年3月27日公表）から抜粋
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